
北 海 道 公 報 第 号平成 年７月 日（火曜日）

告 示

〇土地改良区の役員の就任及び退任の届出 （農業支援課）…………………………………
〇土地改良区連合の役員の就任の届出 （農業支援課）………………………………………
〇土地改良区の定款の変更の認可 （農業支援課）……………………………………………
〇知事権限に係る保安林の指定の予定 （治山課）……………………………………………
〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の予定 （治山課）…………………………………
〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の解除の予定 （治山課）…………………………
〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定 （治山課）………………

道立教育研究所告示

〇特定調達契約に係る落札者等の公示…………………………………………………………
道警察本部告示

〇特定調達契約に係る落札者等の公示…………………………………………………………

告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、安平町土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成 年７月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 大久保 五十六 勇払郡安平町追分旭 番地
同 同 同 近 藤 勝 美 同 安平 番地４
同 同 同 長谷川 同 遠浅 番地
同 同 同 辻 信 芳 同 早来新栄 番地
同 同 同 城 寶 敏 克 同 追分美園 番地
同 同 同 三 谷 哲 男 同 早来瑞穂 番地
同 同 同 寺 島 巧 同 早来北進 番地
同 同 同 千 田 栄 一 同 追分弥生 番地
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同 同 同 杉 渕 正 人 同 追分豊栄 番地
同 同 監 事 田 中 敬 造 同 早来 丘 番地
同 同 同 出 口 良 助 同 早来新栄 番地１
同 同 同 野 尻 俊 和 同 追分美園 番地
退 任 同 理 事 田 村 興 文 同 早来新栄 番地
同 同 同 林 弘 同 安平 番地５
同 同 同 前 田 勇 同 安平 番地４
同 同 同 近 藤 勝 美 同 安平 番地４
同 同 同 辻 信 芳 同 早来新栄 番地
同 同 同 寺 島 巧 同 早来北進 番地
同 同 同 本 野 吉 仁 同 早来 丘 番地２
同 同 同 野 口 勝 義 同 遠浅 番地
同 同 同 城 畑 行 雄 同 早来富岡 番地９
同 同 同 大久保 五十六 同 追分旭 番地
同 同 同 長 澤 秀 俊 同 追分向陽 番地
同 同 同 中 田 正 敏 同 追分美園 番地
同 同 同 杉 渕 誠 司 同 追分豊栄 番地
同 同 同 千 田 栄 一 同 追分弥生 番地
同 同 監 事 田 中 敬 造 同 早来 丘 番地
同 同 同 梅 田 鋭 敏 同 早来瑞穂 番地３
同 同 同 堀 江 謙 一 同 早来富岡 番地９
同 同 同 城 寶 敏 克 同 追分美園 番地
同 同 同 山 木 穣 同 追分弥生 番地５

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条において準用する同法第 条第 項の規定に
より、夕張川水系土地改良区連合から、次のとおり役員の就任の届出があった。
平成 年７月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成 理 事 菊 地 博 夕張郡長沼町西１線南２番地

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、平成 年６月 日、深
川土地改良区の定款の変更を認可した。
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平成 年７月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成 年７月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 北見市常呂町字岐阜 の２（次の図に示す部分に限

る。）、 の１
２ 指 定 の 目 的 飛砂の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道網走支庁産
業振興部林務課及び北見市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和 年法律第
号）第 条の規定による通知があった。
平成 年７月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 網走郡津別町字東岡 の２・ の１（以上２筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）
指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
２ 保安林予定森林の所在場所 紋別郡遠軽町丸大 ・ の１・ の２・ ・ ・西

町２丁目１の （以上６筆について次の図に示す部分に
限る。）

指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
３ 保安林予定森林の所在場所 沙流郡日高町字平賀 の１・ の （以上２筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）
指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
４ 保安林予定森林の所在場所 沙流郡平取町字幌毛志 の１地先（国有林。次の図に

示す部分に限る。）、 の１・ の８（以上２筆につい
て次の図に示す部分に限る。）

指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
５ 保安林予定森林の所在場所 河東郡上士幌町字上士幌 の （次の図に示す部分

に限る。）、 の 、 の 、 の
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指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部

林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年７月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 釧路市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 水源のかん養
解 除 の 理 由 道路用地とするため

２ 解除予定保安林の所在場所 広尾郡広尾町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
解 除 の 理 由 道路用地とするため

３ 解除予定保安林の所在場所 勇払郡占冠村字ソーウンナイ の２・ の３（以
上２筆について次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課並びに釧路市役所及
び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による通知があっ
た。
平成 年７月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 指定施業要件変更予定保安林 檜山郡上ノ国町（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所
保安林として指定された目的 水源のかん養
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
深川市・雨竜郡北竜町（以上１市１町について次の

図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
３ 指定施業要件変更予定保安林 上川郡東川町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 水源のかん養
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
４ 指定施業要件変更予定保安林 中川郡幕別町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
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主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部

林務局治山課並びに深川市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

道 立 教 育 研 究 所 告 示

北海道立教育研究所告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年７月 日

北海道立教育研究所長 真 田 雄 三
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
北海道教育情報通信ネットワーク（ほっかいどうスクールネット）ヘルプデスク運用管
理業務 一式

２ 落札を決定した日
平成 年６月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 日本電気株式会社
住 所 東京都港区芝５丁目７番１号

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年５月 日付け北海道立教育研究所告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道立教育研究所庶務部事業課
所在地 江別市文京台東町 番地

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年７月 日

北海道警察本部長 口 建 史
１ 警察官（男性）用夏服上衣の落札者の決定

落札に係る物品等の名称及び数量
警察官（男性）用夏服上衣（長袖） 着
警察官（男性）用夏服上衣（半袖） 着
落札を決定した日
平成 年６月５日
落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 株式会社ムラカミ
イ 住 所 札幌市中央区北 条西 丁目１番 号
落札金額

円
契約の相手方を決定した手続
一般競争入札
一般競争入札の公告
平成 年４月 日付け北海道警察本部告示第 号
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道警察本部総務部会計課
イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

２ 警察官（男性）用合服上衣等の落札者の決定
落札に係る物品等の名称及び数量
警察官（男性）用合服上衣 着
警察官（男性）用合服ズボン 本
警察官（男性）用合帽子 個
警察官（男性）用合活動帽 個
落札を決定した日
平成 年６月 日
落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 榎本商事株式会社
イ 住 所 札幌市中央区南 条西 丁目 番地
落札金額

円
契約の相手方を決定した手続
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一般競争入札
一般競争入札の公告
平成 年５月１日付け北海道警察本部告示第 号
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道警察本部総務部会計課
イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目
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